
 
 

大人の風しん定期接種（風しん第５期定期接種）のご案内 

（麻しん風しん混合ワクチン） 
 
風しん抗体検査の結果（抗体価）により、以下の①に該当する方が定期接種の対象となります。 

　風しんの抗体価が低い場合（①の場合）、風しん定期接種の対象です。
　風しん定期接種の対象外でも、区事業での任意接種の対象（②の場合）になる場合があります（要申込）。

①風しん定期接種対象 ②条件により風しん任意接種対象 ③風しん予防接種対象外

　

【問合せ先・風しん任意接種申し込み先】墨田区保健所保健予防課　電話 03-5608-6191

　いいえ

※医療機関に事前連絡のう
え、クーポン券と本人確認
書類（身分証明）を持参して
医療機関にて接種を受けて
ください。

○予防接種法に基づく定期接種と区事業の任意接種では、万一、予防接種による健康被害が発生した場合の補償
内容が異なります。また、定期接種はクーポン券を使用して全国の実施医療機関等で、任意接種は区の予診票によ
り墨田区内の実施医療機関で接種できます。

風しん抗体検査後の流れについて
風しん第５期定期接種対象者（1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれ）

　　　　　はい

※上記以外の抗体
価は、「風しんの第
５期の定期接種の
対象となる抗体価
の基準」を参照くだ
さい。

ＨＩ法 ８倍以下

ＥＩＡ法 ６．０未満
または相当する抗体価

風しん定期接種、
任意接種ともに

対象ではありません

風しん定期接種
の対象です

風しん任意接種
（区事業）の対象です

※任意接種を希望する
方は、下記申し込み先

へご連絡ください。

ＨＩ法 １６倍
ＥＩＡ法 ６．０～７．９
または相当する抗体価

ＨＩ法 ３２倍以上
ＥＩＡ法 ８．０以上
または相当する抗体価

風しん定期予防接種の
対象ではありません

妊娠を希望・予定する女性

（妊婦）の同居者※である

（※住民票上の住所が同じ）

 
１ 風しんの定期接種の対象者 

（１）クーポン券を使って受けた抗体検査の結果が、上記フローの①に該当する方 

（２）既に風しんの抗体検査（平成 26（2014）年 4月以降の検査。自費・公費かかわらず）を 

受けており、上記フローの①の抗体価に相当する結果をお持ちの方 

 

２ 接種回数・費用・有効期限 

  接種回数は１回、クーポン券の使用により無料で受けられます。有効期限はクーポン券に 

記載しています。風しん抗体検査（血液検査）は結果が出るまで１週間程度かかります。 

※定期接種のワクチンは、ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチンです。 

 

３ 接種場所 

  全国の実施医療機関等で受けられます（右のＱＲコードから参照ください）。 

  墨田区の実施医療機関は、同封の実施医療機関一覧のとおりです。 

  ※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へ電話確認をお願いします。 

 

４ 検査・接種日の持ち物 

（１）クーポン券 

（２）本人確認書類（健康保険証、運転免許証など） 

※風しん定期予防接種予診票は、墨田区の実施医療機関の場合、医療機関に備え付けてあります。 

※接種日時点で墨田区に住民登録がない場合は、墨田区発行のクーポン券は使えません。転出先 

の自治体から、あらたにクーポン券の発行を受けてください。 

 

 

 
裏面の注意事項等も必ずお読みください 

墨田区 

全国の実施医療機関等 
（厚生労働省ホームページ） 



 
 

５ 予防接種の効果と副反応について 

  予防接種を受けることで９５％以上の方が風しん、麻しんに対する免疫を獲得することができる 

 と言われています。体内に免疫ができると、麻しんや風しんにかかることを防ぐことができます。 

   ただし、予防接種により、軽い副反応がみられることがあります。また、極めて稀ですが、重い 

  副反応が起こることがあります。予防接種後にみられる反応としては、下記のとおりです。 
 

○麻しん風しん混合ワクチンの主な副反応 

   主な副反応は、発熱（接種した方のうち２０％程度）や、発疹（接種した方のうち１０％程度） 

  です。これらの症状は、接種後５～１４日の間に多くみられます。接種直後から翌日に過敏症状と 

考えられる発熱、発疹、掻痒（かゆみ）などがみられることがありますが、これらの症状は通常１ 

～３日でおさまります。ときに、接種部位の発赤、腫れ、硬結（しこり）、リンパ節の腫れ等がみ 

られることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。 

稀に生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状（ショック症状、じんましん、呼吸困 

  難など）、急性血小板減少性紫斑病（紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等）、脳炎及びけいれん等が 

報告されています。 
 
 

６ 健康被害救済制度について 
（１）定期予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活 
  に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受 

けることができます。 
（２）健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、 
  法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、 

または障害が治癒する期間まで支給されます。 
（３）健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因（予防接種をする前または後に 
  紛れ込んだ感染症など）によるものなのか因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野 

の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受ける 
ことができます。 

 
 

７ 接種に当たっての注意事項 
  

予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。予防接種を受ける方の健康状態が良好でない 

場合には、かかりつけ医等に相談のうえ、接種するか否かを決めてください。 

 また、予防接種を受ける方が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。 

（１）明らかに発熱（通常３７．５℃以上をいいます）がある場合。 

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである。 

（３）接種液により、アナフィラキシーを起こしたことが明らかである。 

（アナフィラキシーとは、接種後３０分以内に起こるアレルギー反応で、急激な血圧低下、呼吸 

困難、意識消失などのショック状態になることです。） 

（４）明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合 

（５）２７日以内に他の生ワクチンの予防接種を受けた。 

（６）その他、医師が不適当な状態と判断した場合 
 
 

  
【接種後の注意】 

① 接種当日は、入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめてください。 

② 接種当日は、いつもの通りの生活をし、激しい運動はさけてください。 

③ 接種後、高熱、けいれんなどの症状があった場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。 

④ ＭＲ（麻しん風しん混合）の予防接種を受けますと、２７日間は他の生ワクチンの予防接種は 

受けられません。 
 

 

  

墨田区保健所 保健予防課  ０３（５６０８）６１９１ 
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